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○モデル審査基準（犯罪被害者等給付金の支給についての裁定）新旧対照表

改正後 現行

審査基準 審査基準

別紙 別紙

第５ 他の法令による給付等との関係 第５ 他の法令による給付等との関係

１ 法第７条第１項の給付等 １ 法第７条第１項の給付等

(1) （略） (1) （略）

(2) 災害給付に相当する金額 (2) 災害給付に相当する金額

ア （略） ア （略）

イ 災害給付に相当する金額の算定方法 イ 災害給付

ａ （略） ａ （略）

ｂ ａに掲げる場合以外の場合 ｂ ａに掲げる場合以外の場合

ａに掲げる場合以外の場合としては、災害 ａに掲げる場合以外の場合としては、災害

給付が年金の方式で行われるべき場合が典 給付が年金の方式で行われるべき場合が典型

型的な例であるが、このほか年金と一時金 的な例であるが、このほか年金と一時金との

との組み合せの方式で行われるべき場合（ 組み合せの方式で行われるべき場合（年金に

年金について前払一時金又は差額一時金が ついて前払一時金又は差額一時金が支給され

支給される場合）等がある。 る場合）等がある。

このような場合には、災害給付が行われる このような場合には、法定利率を用いた単

べき事由が生じた時における法定利率を用 利の方法により、将来にわたり支給を受けるべ

いた単利の方法により、将来にわたり支給 き災害給付の額の現在価値を求め、その額を当

を受けるべき災害給付の額の現在価値を求 該災害給付に相当する金額とする。

め、その額を当該災害給付に相当する金額
とする。

この算定方法を示したものが、規則第13 この算定方法を示したものが、規則第13条

条第１項後段の規定であるが、災害給付が 第１項後段の規定であるが、災害給付が年金

年金の方式で行われる場合を例にして、こ の方式で行われる場合を例にして、これを式

れを式で表わすと次のようになる。 で表わすと次のようになる。

災害給付に相当する金額 災害給付に相当する金額

ｎ ｋ ｎ ｋ

＝ Σ ＝ Σ

ｔ＝１ １＋ｐ×ｔ ｔ＝１ １＋０．０５×ｔ

ｋは、災害給付に係る調整基礎額 ｋは、災害給付に係る調整基礎額

ｎは、災害給付が行われるべき事由が生 ｎは、災害給付が行われるべき事由が生じ

じた時からその給付が行われることがな た時からその給付が行われることがなくな

くなる時（例えば、受給権者の死亡の る時（例えば、受給権者の死亡の時）まで

時）までの期間（例えば、受給権者の平 の期間（例えば、受給権者の平均余命）の

均余命）の年数（１年未満は切捨て） 年数（１年未満は切捨て）である。

ｐは、災害給付が行われるべき事由が生

じた時における法定利率である。

災害給付に相当する金額の算定は、この 災害給付に相当する金額の算定は、この式

式によって行うべきものであるが、実際に によって行うべきものであるが、実際には、

は、別途警察庁長官官房給与厚生課長から 「法定利率による単利年金現価係数表」の年

通知する「法定利率による単利年金現価係 数に応じる係数を用い、次の計算式によって

数表」の年数に応じる係数を用い、次の計 行うことが便利である。

算式によって行うことが便利である。

災害給付に相当する金額 災害給付に相当する金額

＝ｋ×ｒ ＝ｋ×ｒ

ｋは、災害給付に係る調整基礎額 ｋは、災害給付に係る調整基礎額

ｒは、「法定利率による単利年金現価係数 ｒは、「法定利率による単利年金現価係数

表」の年数に応じる係数この場合における 表」の年数に応じる係数この場合における

年数は、上記計算式におけるｎである。 年数は、上記計算式におけるｎである。
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（表を削除） 法定利率による単利年金現価係数表


